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手賀沼花火大会 2026（柏会場）キッチンカー等募集要綱  

 

１  目的  

  こ の 要 綱 は ， 令 和 ８ 年 ８ 月 １ 日 (土 )に 開 催 す る 手 賀 沼 花 火 大 会 に

お い て ， 会 場 周 辺 で 移 動 販 売 車 等 （ 以 下 「 キ ッ チ ン カ ー 」 と い

う 。 ） に よ り 飲 食 を 提 供 す る こ と で ， 利 用 者 の 利 便 性 向 上 を 図 る

こ とで ， 手 賀 沼花 火 大会 の 魅 力 向上 に 資す る こ と を目 的 とす る 。  

 

２  出店について  

 ( 1 )  出 店日  

   手 賀 沼 花火 大 会開 催 日  

 ( 2 )  出 店時 間  

午 後４ 時 か ら 午後 ８ 時１ ０ 分 ま でと す る。  

た だ し ， 当 日 の 運 営 状 況 お よ び 実 行 委 員 会 か ら の 指 示 に よ り ，

時 間を 変 更 す る場 合 があ る 。  

( 3 )  搬 入 ・搬 出 時 間  

搬 入 時 間 は 午 後 ４ 時 か ら 午 後 ５ 時 ま で と し ， 準 備 が で き 次 第 販

売 可と す る 。  

搬 出 時 間 は 午 後 ９ 時 か ら と し ， 午 後 10時 ま で に 撤 収 を 完 了 させ

る こと 。  

  ※ 午 後 ６時 か ら 午 後 ９ 時 まで は ， 手 賀 沼 周 辺に お け る 交 通 規 制の

た め， 搬 入 搬 出等 車 の移 動 は 不 可と す る。  

 ( 4 )  出 店場 所  

   柏 ふ るさ と 公 園 及 び 手 賀沼 ふ れ あ い 緑 道 上で 手 賀 沼 花 火 大 会実

行 委員 会 （ 以 下「 実 行委 員 会 」 とい う 。） が 指 定 する 場 所  

   ※ 別 添 位置 図 のと お り  

 ( 5 )  出 店費 用  

出 店 料 に つ い て は ， 柏 ふ る さ と 公 園 で 実 行 委 員 会 が 指 定 す る

場 所 は 22 ,000円 ， 手 賀 沼 ふ れ あ い 緑 道 上 で 実 行 委 員 会 が 指 定 す

る 場 所 は 16 ,500円 ， 有 料 観 覧 席 内 の 手 賀 沼 ふ れ あ い 緑 道 上 で 実

行 委 員 会 が 指 定 す る 場 所 は 11 ,000円 と す る 。 そ の 他 出 店 に 必 要
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な 費用 は ， 全 て出 店 者の 負 担 と する 。  

ま た， 出 店 者 は実 行 委員 会 が 指 定す る キャ ッ シ ュ レス 決 済に

協 力す る こ と 。キ ャ ッシ ュ レ ス 決済 に つい て は ， 実行 委 員会 が

配 布す る QRコ ー ド を 使用 す る も のと す る。  

キ ャ ッ シ ュ レ ス 決 済 に よ る 売 上 金 に つ い て は ， い っ た ん 実 行

委 員 会 へ 入 金 さ れ た 後 ， 出 店 者 指 定 口 座 へ 振 り 込 む も の と し ，

決 済 手 数 料 （ 2 . 3％ ） お よ び 運 営 事 務 手 数 料 （ 2 ,200円 ） は 出 店 者

の 負担 と す る 。  

出 店 が 決 定 し た 事 業 者 は ， 後 日 実 行 委 員 会 が 別 途 指 定 す る 方

法 で出 店 料 を 支払 う もの と す る 。  

 ( 6 )  出 店場 所 の 割 り振 り  

出 店形 態 及 び 飲食 メ ニュ ー の 内 容等 に より 実 行 委 員会 が 出店

場 所の 割 り 振 りを 行 う。  

 ( 7 )  出 店面 積 お よ び車 両 駐 車  

① キッ チ ン カ ーは ６ ｍ×２ ｍ 程 度 と し ，柏 ふ る さ と公 園 内に 限

り ，出 店 車 両 とは 別 に補 充 用 車 両（ バ ック ア ッ プ カー ） １台 の

駐 車を 許 可 す る。  

② テン ト 出 店 は３ ｍ×３ ｍ 程 度 と し ， テン ト の 後 方に 搬 入搬 出 用

の 車両 １ 台 を 駐車 す るこ と が で きる 。  

( 8 )  出 店 の辞 退 ・ 取 消お よ び 返 金  

① 既納 の 出 店 料は 原 則と し て 返 金し な い。  

② 事業 者 は 出 店を 取 りや め る 際 ，原 則 とし て １ ４ 日前 ま でに 文 書

に より 実 行 委 員会 へ 通知 （ 様 式 任意 ） を行 い ， 実 行委 員 会が こ

れ を認 め た 場 合に 限 り全 額 返 金 する 。 なお ， 返 金 に係 る 振込 手

数 料等 の 諸 費 用は 出 店者 の 負 担 とす る 。  

③ 実行 委 員 会 が当 日 の天 候 等 に より 開 催中 止 を 決 定し た 場合 は ，

全 額返 金 す る 。な お ，返 金 に 係 る振 込 手数 料 等 の 諸費 用 は出 店

者 の負 担 と す る。  

④ 本要 綱 の 趣 旨に そ ぐわ な い 商 品の 提 供等 が あ る 場合 ， 実行 委 員

会 は出 店 を 取 り消 す こと が で き る。 こ の場 合 ， 出 店料 の 返金 お

よ び損 害 の 賠 償は 行 わな い 。  
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３  出店資格  

出 店 者 は ， 次 の 各 号 の す べ て に 該 当 す る 者 と す る 。 た だ し ， 実 行

委 員会 が 特 に 認め た 場合 は こ の 限り で はな い 。  

( 1 )  原 則 と し て ， 千 葉 県 内 の 保 健 所 に て 食 品 衛 生 法 に よ る 営 業 許 可

を 取得 し て い るこ と 。  

( 2 )  事 業 者 及 び 全 従 業 員 が ， 柏 市 暴 力 団 排 除 条 例 （ 平 成 ２ ４ 年 ３ 月

２ ７ 日 柏 市 条 例 第 ４ 号 ） 第 ２ 条 第 ３ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 員 等 で な

い こと 。  

( 3 )  食 品 衛 生 責 任 者 を 配 置 し ， 生 産 物 賠 償 責 任 保 険 （ Ｐ Ｌ 保 険 等 ）

に 加入 し て い るこ と 。  

( 4 )  調 理 ・ 販 売 従 事 者 は ， １ 年 以 内 に 腸 内 細 菌 検 査 を 実 施 し て い る

こ と。  

( 5 )  そ の 他， 実 行 委 員会 の 指 定 に従 い 飲食 提 供 が でき る 者。  

 

４  申し込み期間および申込先  

( 1 )  申 し 込み 期 間  

開 催年 の 5月 16日 か ら 6月 5日 まで （ 必 着）  

( 2 )  申 込 先  

窓 口： 手 賀 沼 花火 大 会実 行 委 員 会  

（ 受託 事 業 者 ：Ｓ Ｅ ＰＴ 株 式 会 社  担 当  杉 原 ）  

電 話： 080-7686-7210（平 日 の 午 前 ９ 時か ら 午 後 ５時 ）  

Ｆ ＡＸ ： 04-7192-6771  

メ ール ： sug iha ra@teamsept . com  

(3)  そ の 他  

① 申請 時 に は ，す べ ての 必 要 書 類（ 営 業許 可 証 ， ＰＬ 保 険証 券 ，

腸 内細 菌 検 査 結果 の 写し 等 ） を 提出 す るこ と 。  

② 本事 業 に 関 する 問 合せ は ， 上 記連 絡 先宛 に 行 う こと 。  

③ 出 店 が 決 定 し た 事 業 者 は ， 消 防 署 及 び 保 健 所 へ の 届 出 等 に 必 要

と な る た め ， 実 行 委 員 会 が 指 定 す る 期 限 ま で に ， 出 店 図 面 （ 火

気 使 用 器 具 ， 消 火 器 ， 手 洗 い 設 備 等 を 含 む ） そ の 他 必 要 書 類 を

提 出す る こ と 。  
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５  出店者の選定・決定  

( 1 )  募 集 数  

37事 業 者 程 度の 募 集 とす る 。  

( 2 )  選 定 の 優先 順 位  

選 定に あ た っ ては ， 柏商 工 会 議 所ま た は柏 市 沼 南 商工 会 の会 員

（ 原則 と し て 開催 直 前の 3月末 日 時 点 で会 員 で あ り， か つ会 費 に

未 納が な い 者 に限 る ）及 び 協 力 団体 を 最優 先 と し ，次 い で市 内 事

業 者を 優 先 す る。  

( 3 )  選 定 方 法  

出 店者 の 選 定 は ， メ ニュ ー 内 容 等を 考 慮し 実 行 委 員会 に おい て

決 定す る 。  

( 4 )  出 店 者 が 決 定 し た 際 は ， 実 行 委 員 会 よ り 速 や か に 各 事 業 者 へ 通

知 する も の と する 。  

 

６  遵守事項  

出 店者 は ， 出 店に あ たり ， 次 に 掲げ る 事項 を 遵 守 する こ と。  

( 1 )  申 請 時 に 登 録 し た 販 売 品 目 以 外 を 販 売 し な い こ と 。 ま た ， 申 請

し た車 両 を 無 断で 変 更し な い こ と。  

( 2 )  ア ル コー ル 類 の 販売 は 可 と する 。 ただ し ， 実 行委 員 会の 指 示 に

従 うこ と 。  

( 3 )  出 店 に係 る 権 利 は ， 他 人 に 委託 し 又は 移 譲 す るこ と はで き な

い 。  

( 4 )  実 行 委 員会 が 配 布す る QRコ ー ド に つい て は ， 出店 者 が適 切 に

管 理す る こ と 。  

ま た， キ ャ ッ シュ レ ス決 済 の 運 用に つ いて は ， 実 行委 員 会の 指 示 に

従 うこ と 。  

( 5 )  搬 入 ・搬 出 は 出 店者 が 行 い ，破 損 ・汚 損 を 生 じさ せ た場 合 の 原

状 回復 経 費 は 出店 者 の負 担 と す る。  

( 6 )  電 気 ，調 理 用 水 及び 排 水 タ ンク な どは 全 て 出 店者 側 で用 意 す る

こ と。  

( 7 )  発 電 機等 は 低 公 害・ 低 騒 音 機器 を 使用 し ， コ ード の 養生 等 ， 事

故 防止 に 万 全 を期 す こと 。  
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(8 )  販 売 中は エ ン ジ ンを 停 止 す るこ と 。  

( 9 )  ス ピ ーカ ー 等 に よる Ｂ Ｇ Ｍ ，及 び 拡声 器 等 を 用い た 呼び 込 み は

一 切禁 止 と す る。  

( 10)  調 理 等 は 地 面 を汚 染 す る ため 厳 禁と し ， 必 ず車 内 ・テ ン ト 内

で 行う こ と 。  

( 11)  ゴ ミ お よ び 排 水は 自 店 に て管 理 し ， 必 ず 持 ち帰 り 適正 に 処 分

す るこ と 。  

( 12)  営 業 終 了 時 は ，周 辺 の 清 掃お よ び原 状 回 復 を徹 底 する こ と 。  

( 13)  従 事 者 に は 接 遇研 修 を 行 うな ど ，良 好 な サ ービ ス を提 供 で き

る 体制 を 整 え るこ と 。  

( 14)  事 故 や 苦 情 は 出店 者 が 一 切の 責 任を 負 い ， 不測 の 事態 は 実 行

委 員会 へ 報 告 する こ と。  

( 15)  そ の 他 ， 本 要 綱 に 記 載 の な い 事 項 で あ っ て も 実 行 委 員 会 が 必

要 と認 め た 指 示に 従 うこ と 。  
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● 出店 場 所  

 ①柏 ふ る さ と公 園 で実 行 委 員 会が 指 定す る 場 所  

② 手賀 沼 ふ れ あい 緑 道上 で 実 行 委員 会 が指 定 す る 場所  

 ③有 料 観 覧 席内 で 手賀 沼 ふ れ あい 緑 道上 で 実 行 委員 会 が指 定 す る 場所  
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